
令和８年度熊本県イベント等開催事業費補助金（スポーツイベント開催事業） 

交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、熊本県内におけるスポーツイベントの開催を促進するため、スポーツ

イベントの主催者に対し、予算の範囲内において熊本県イベント等開催事業費補助金

（スポーツイベント開催事業）（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その

交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規

則」という。）、熊本県イベント等開催事業費補助金交付要項（以下、「要項」という。）

に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただ

し、開催地があらかじめ輪番で決定されているものは対象外とする。 

（１）熊本県内で開催されるアマチュアスポーツのイベントであること。ただし、

国、県及び市町村が主体となったもの（実行委員会等の構成員として実施す

るものを含む。）は除く。 

（２）大会規模が九州大会以上であること。 

（３）熊本県内の宿泊施設に宿泊する参加者の延べ宿泊日数が、１００人泊以上で

あること。 

（４）国又は県の他の補助事業の対象となっていないこと。 

 

（補助事業者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲

げる要件を全て満たす団体とする。 

（１）アマチュアスポーツ団体であること。 

（２）団体の定款、規約、会則等を有すること。 

（３）事業を着実に実施できる事務及び組織体制があること。 

（４）宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 

（５）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目的

とした団体ではないこと。 

（６）暴力団又は暴力団員の統制下にある団体ではないこと。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、別表に定めるところによる。ただし、熊本県内で消費され

たものに限る。 

２ 補助事業が令和８年（２０２６年）４月１日以降で、交付決定の前に行われた事

業に要する経費についても、申請書に記載する事業との同一性が事業計画書等によ

って確認が可能で、適正と認められる場合には、補助対象経費とすることができ



る。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は前条の補助対象経費の１／５以内とする。ただしその額が３０

万円を超えるときは、３０万円とする。 

２ 前項に基づき算出した額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 交付要項第３条第２項に規定する添付書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（別記第１号様式） 

（２）収支予算書（別記第２号様式） 

（３）団体概要（別記第３号様式） 

 （４）その他参考となる資料 

（事業の補助金交付決定前着手） 

第７条 補助事業者は、事業の効果的な実施を図るため、やむを得ない事情により補

助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、あらかじめその理由を明記

した補助金交付決定前着手承認申請書（別記第４号様式）を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

 

（補助事業の内容等の変更等） 

第８条 交付要項第５条第２項に規定する変更申請書に添付すべき事業変更計画書

は、第６条第１号に規定する書類（変更後のもの）及び変更収支予算書（別記第５

号様式）とする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 規則第５条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止の承認を受

けようとするときは、承認申請書（別記第６号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（実績報告書の提出） 

第１０条 要項第７条第２項に規定する添付書類は、次のとおりとする。 

（１）収支精算書（別記第７号様式） 

（２）宿泊人数証明書（別記第８号様式） 

（３）スポーツイベント参加者名簿（別記第９号様式） 

（４）補助対象経費の支出を証する書類（領収書等の写し） 

（５）その他参考となる資料 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して３０日を経過し

た日又は令和９年（２０２７年）２月２６日のいずれか早い日とする。 

 



 

（雑 則） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

  この要項は、令和８年（２０２６年）４月１日から施行する。 

 

【別表】 

補助対象経費 

経 費 項 目 説 明 

会場・施設・バス借り上げ等の使

用・賃借料 

会場使用料、会場付帯設備使用料、会議

室使用料、事業に必要な物品や資材等を

運搬する場合のタクシー、バス等の車両

の借り上げ料 

会場設営・撤去費 大会会場の設営や撤去に要する経費 

審判、競技監視員謝金 審判や競技運営に必要な監視員に対する

謝金 

警備費 会場及び会場周辺の警備費 

県内交通費、運搬費 県内移動に係る交通費や用具等の運搬費 

ポスター等印刷費 チラシ、ポスター、プログラム等の印刷

費、複写費、製本費等 

広告宣伝費 ・新聞、雑誌、駅貼り、立て看板費 

・ラジオ、テレビ等のスポット広告に係

る経費 

賞品費 メダルーやトロフィー、記念品等の経費 

競技運営に係る委託費 大会の企画運営や公式タイムの記録等に

係る委託経費 

保険料 役員、運営スタッフ等に係る傷害保険及

び賠償責任保険料 

関係者宿泊費（競技参加者は除く） 大会運営役員・スタッフ等の宿泊費 

 


